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店舗リフォーム費用の補助（第２回募集）問合せ　建築指導課緯運９１９１

　

市
内
の
建
築
関
連
業
者
に
よ
り
、
店

舗
の
リ
フ
ォ
ー
ム
を
行
う
場
合
、
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
店
舗　

営
業
用
の
小
売
店

舗
、
理
容
業
・
美
容
業
店
舗
、
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
店
舗
、
主
に
食
事
を
提

供
す
る
店
舗

対
象
と
な
る
工
事　

市
内
の
建
築
関
連

業
者
が
工
事
す
る
店
舗
の
リ
フ
ォ
ー

ム
（
修
繕
、
補
修
、
模
様
替
え
、
増

改
築
な
ど
）
で
、
誰
も
が
利
用
し
や

す
い
よ
う
に
段
差
解
消
な
ど
バ
リ
ア

フ
リ
ー
の
工
事
を
併
せ
て
行
う
こ
と

▼
リ
フ
ォ
ー
ム
に
要
す
る
費
用
（
消

費
税
を
除
く
）
が　

万
円
以
上
で
あ

３０

る
こ
と
▼
補
助
金
交
付
決
定
後
、
工

事
着
手
し
、
平
成　

年
２
月
末
ま
で

２６

に
工
事
完
了
す
る
も
の

対
象
外
の
工
事　

別
棟
の
物
置
や
別
棟

の
広
告
塔
な
ど
に
係
る
工
事
▼
家
具
、

電
化
製
品
、
装
飾
品
な
ど
の
購
入
▼

他
の
補
助
制
度
を
利
用
す
る
工
事

申
込
資
格　

市
内
に
住
所
が
あ
る
、
個

人
事
業
主
ま
た
は
市
内
に
本
店
が
登

記
さ
れ
て
い
る
法
人
で
、
市
内
に
自

ら
開
業
し
て
い
る
人
ま
た
は
開
業
し

よ
う
と
す
る
人
▼
市
税
な
ど
を
滞
納

し
て
い
な
い
こ
と
▼
本
事
業
の
補
助

金
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

補
助
内
容　

補
助
金
は
、
店
舗
の
リ

フ
ォ
ー
ム
に
要
す
る
費
用
（
消
費
税

を
除
く
）
の　

％
に
相
当
す
る
額

１０

（
千
円
未
満
の
端
数
切
り
捨
て
）
で

１
件
当
た
り　

万
円
が
上
限
。

２０

申
込
用
紙
配
布
時
期
・
配
布
場
所

　

８
月
１
日牙
～　

月　

日我１１２０
　

市
役
所
６
階
建
築
指
導
課
で
配
布
。

ま
た
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

受
付
期
間　
８
月
１
日牙
～　

月　

日我１１２０※
補
助
金
交
付
申
請
額
の
合
計
が
今
回

の
予
算
額
（
１
０
０
万
円
）
を
超
え

た
場
合
は
、
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締

切
り
ま
す

受
付
場
所　

市
役
所
６
階
建
築
指
導
課

※
詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い 12広報はつかいち2013.8.1

平成２６年４月１日採用予定の廿日市市職員を募集します問合せ　行政事務衛・保育士について　人事課緯運９１２４　　　　　　　　　　　　消防について　　　　消防本部総務課緯運９２３１
募集要項 第１次試験日受験申込書の受付期間受験案内配布開始受験資格（いずれも学歴不問）採用予定人　　数職種区分

９月２２日掌８月１日昭～２３日晶インターネットによる申込受付期間８月１日昭～１５日昭８月１日昭平成４年４月２日以降に生まれた人１人程度行政事務衛（高校卒業程度）後期試験
昭和５３年４月２日以降に生まれた人で資格を有する人（平成２６年４月１日までに資格を取得する見込みの人を含む）

７人程度保育士
昭和６１年４月２日以降に生まれた人３人程度消　防

試験会場　山陽女学園（廿日市市佐方本町１番１号）受験案内・申込書の入手方法①次の場所で配布しています。　市役所１階記載案内、３階人事課、あいプラザ、各支所地域づくりグループ、消防本部総務課、市内各消防署、市内各市民センター。②市ホームページからダウンロードできます。　印刷して使用してください。③郵便により請求できます。　手続きなど詳細は、問い合わせてください。受験申し込みの手続き　　必要事項を記入した申込書を、市役所３階人事課まで持参または郵送で提出してください。　　また、インターネット上での直接申込み（電子申請）もできます。詳細は、受験案内および市ホームページで確認してください。

あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。

　

こ
の
届
の
提
出
が
な
い
と
、
６
月
分

以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

提
出
が
遅
れ
る
と
、
支
給
が
遅
れ
て
し

ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
早
め
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
５
月
に
新
た
に
児
童
手
当

の
手
続
き
を
し
て
６
月
分
か
ら
支
給
開

始
と
な
る
人
や
、
５
月　

日
ま
で
に
転

３１

出
な
ど
に
よ
り
資
格
喪
失
と
な
っ
た
人

は
提
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
平
成　

年
１
月
２
日
以
降
に

２５

転
入
さ
れ
た
人
は
平
成　

年
度
（
平
成

２５

　

年
中
）
所
得
証
明
書
が
必
要
で
す
。

２４（
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
の
住
民
登

２５

録
地
の
市
区
町
村
で
発
行
）

申
請
窓
口　

郵
便
の
ほ
か
、
市
役
所
１

階
児
童
課
お
よ
び
各
支
所
市
民
福
祉

グ
ル
ー
プ
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

　

６
月
以
降
の
児
童
手
当

を
受
け
る
に
は
、
現
況
届

の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

５
月
時
点
で
手
当
を
受

給
し
て
い
る
人
は
、
現
況

届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
届
は
、
毎
年
６
月

１
日
の
状
況
を
記
載
し
て

い
た
だ
き
、
児
童
手
当
を

引
き
続
き
受
け
る
要
件
が

児童手当を受けるには、現況届の提出が必要です問合せ　児童課緯運９１５３後期高齢者医療制度高額療養費の支給問合せ　保険課　医療係緯運９１６０Topics

　

高
額
療
養
費
の
支
給
対
象
と
な
っ
た

場
合
、
診
療
の
あ
っ
た
月
か
ら
約
３
～

４
カ
月
後
に
、
広
島
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
か
ら
必
要
書
類
が
郵
送
さ

れ
ま
す
の
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

初
回
に
限
り
申
請
が
必
要
で
、
２
回

目
以
降
は
原
則
申
請
不
要
で
す
。

広報はつかいち13 2013.8.1

国民健康保険高額療養費の支給問合せ　保険課　国保年金係緯運９１５９　　　
　

廿
日
市
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ

れ
て
い
る
人
で
、
同
一
月
に
支
払
っ
た

医
療
費
が
一
定
の
額
を
超
え
た
場
合
、

申
請
に
よ
り
表
の
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
部
分
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。
概
要
は
次
の
表
の
と
お

り
で
す
。

　

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
は
、
保
険

課
ま
た
は
各
支
所
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
手
続
き
は
、
医
療
機
関
で
診

察
を
受
け
た
月
の
翌
月
１
日
か
ら
起
算

し
て
２
年
以
内
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
医
療
費
の
領
収
書

②
保
険
証
（
高
齢
受
給
者
証
）

③
印
鑑
（
ゴ
ム
製
不
可
）

④
世
帯
主
名
義
の
預
貯
金
通
帳

●
入
院
時
食
事
療
養
費
、
差
額
ベ
ッ
ド

料
な
ど
は
高
額
療
養
費
支
給
の
対
象

外
で
す

●
診
療
内
容
の
審
査
の
結
果
に
よ
っ
て

は
、
支
給
額
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り

ま
す

■（表１）７０歳～７５歳未満の人の自己負担限度額（月額）と負担割合（平成２６年３月診療分まで）高額療養費に該当する場合入院と外来を合算した限度額※３外来の限度額（個人ごとに計算）区　分 同一月に支払った医療費の合計が、左記の額を超える場合
・８０，１００円＋（医療費総額－２６７，０００円）×１％・〔４４，４００円〕※４・４４，４００円一定以上所得者※１３割負担 ・４４，４００円・１２，０００円一般１割負担 ・２４，６００円・８，０００円市民税非課税Ⅱ ・１５，０００円市民税非課税Ⅰ※２※１　同一世帯に一定以上所得（課税所得が１４５万円以上）の７０～７５歳未満の国保加入者がいる人　※２　同じ世帯の世帯主と国保加入者が市民税非課税で、各自の所得が０円の場合（年金の場合は各自の年金収入から８０万円を控除します）※３　国民健康保険高齢受給者証（黄色）を持っている人が同一世帯に２人以上いる場合は、高齢受給者証を持っている人の自己負担額を合算した額が対象となります※４　〔　〕内の金額は、年４回以上入院治療にかかる高額療養費を受けた場合の４回目以降の自己負担限度額です●月の途中で７５歳年齢到達により後期高齢者医療に加入する時は､その月に限り､｢加入前の医療保険｣と｢加入する後期高齢者医療｣のそれぞれの自己負担限度額が（表１）の２分の１になります。■（表２）７０歳未満の人の自己負担限度額（月額）高額療養費に該当する場合自己負担限度額区　分 同一月に支払った医療費を①個人ごと、②医療機関ごとに分けて集計（外来、入院、歯科は別々）し、２１，０００円を超えた区分の領収書のみの合計が、左記の額を超える場合（処方せんに基づく薬を外部の調剤薬局で購入したときは合算します）

・１５０，０００円＋（医療費総額　－５００，０００円）×１％・〔８３，４００円〕※６上位所得者※５ ・８０，１００円＋（医療費総額　－２６７，０００円）×１％・〔４４，４００円〕※６一般※７ ・３５，４００円・〔２４，６００円〕※６市民税非課税※８※５　同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得合計が６００万円を超える場合※６　〔　〕内の金額は、年４回以上高額療養費を受けた場合の４回目以降の自己負担限度額です※７　上位所得者および市民税非課税の区分にあてはまらない場合※８　同一世帯の世帯主と国保加入者が市民税非課税の場合

　

国
保
の
被
保
険
者
を
対
象
に
、
医
療

機
関
窓
口
で
支
払
う
一
部
負
担
金
を
減

額
ま
た
は
免
除
す
る
制
度
で
す
。

　

入
院
治
療
で
対
象
と
な
る
の
は
、
直

近
３
カ
月
の
収
入
が
昨
年
中
の
収
入
に

比
べ
て
大
き
く
減
少
し
、
生
活
保
護
基

準
の
１
３
０
％
以
内
で
、
預
貯
金
の
保

有
額
が
生
活
保
護
基
準
の
３
カ
月
分
以

内
の
額
し
か
な
い
場
合
で
す
。
収
入
に

よ
っ
て
減
免
の
割
合
は
異
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
外
来
治
療
で
対
象
と
な
る
の

は
、
国
保
税
が
減
免
さ
れ
て
い
る
（
納

期
の
設
定
が
な
い
時
期
は
国
民
健
康
保

険
税
が
減
免
さ
れ
る
場
合
と
同
等
の
収

入
や
預
貯
金
し
か
な
い
）
場
合
で
す
。

該
当
す
る
場
合
は
一
律
免
除
と
な
り
ま

す
。

　

実
際
の
要
件
は
世
帯
ご
と
に
異
な
り

ま
す
。
ま
た
、
困
っ
て
い
る
原
因
が
生

じ
て
か
ら
６
カ
月
以
内
に
申
請
さ
れ
る

こ
と
が
条
件
で
す
。
ま
ず
は
収
入
や
預

貯
金
が
分
か
る
資
料
を
持
っ
て
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

国民健康保険の一部負担金減免制度問合せ　保険課　国保年金係緯運９１５９


